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京都水道グランドデザインのフォロ－アップ

令和元年度から計画期間をスタートさせたグランドデザインは、毎年度その取組
状況を確認し、フォローアップを行い、公表することとしています。

 

 

府は、毎年度、グランドデザインの取組状況を確認し、目標の実現に向けてフォロ－ア

ップを行うとともに水道事業者の事業状況等をとりまとめて公表します。 

また、今後、人口減少社会の本格化や地球温暖化に伴う環境変化、ＩｏＴ、ＡＩ等によ

る技術の進展、コンパクトシティ推進等により、経営環境や府民ニーズ等に影響を及ぼす

ことが予想されます。 

計画期間の中間年度（2023年度）を目途に、進捗状況や経営環境等を踏まえて、必要に

応じグランドデザインの見直しを行います。 

 

 

フォローアップ 

前年度の府の取
組状況、

水道事業者の事
業状況
の取りまとめ

※京都水道グランドデザイン抜粋

◆ 取組状況・事業状
況に対する
第３者からの意見

◆ 今後に向けて新
たな視点からの
意見

水道施策に関する
意見聴取会議

「広域的連携等
推進協議会」

「府営水道事業
経営審議会」

において報告

グランドデザイン
中間見直し

水道広域化推進
プランの策定

令和４年度

令和６年度

公

表
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府の取組状況

（令和元年度）
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市町村水道支援の取組① (会議・研修会等の開催)

担当者会議等

◆ 市町村水道担当課長会議 Ｈ３１．４．２３ メルパルク京都 参加者５８名

・基調講演 「水道法改正と水道事業基盤強化の方向性について」
～ 持続可能性のための広域化と官民連携 ～

講 師 近畿大学経営学部 浦上拓也教授

・事例報告 「福知山市水道事業等における包括的民間委託の概要」

・報告事項等 水道法改正、グランドデザイン進捗補助制度運用、災害時等の連絡体制

◆ 市町村水道事業連絡会議 圏域（北部、中部、南部）毎に延べ ９回開催

・圏域毎の広域連携・広域化の方向性や目標設定等について議論

・京都府水道事業のあり方に関する将来推計（広域連携等シミュレーション）について

・広域的連携等推進協議会の設置、幹事会の開催について

・広域連携等に関する各種研究会等の設置について

◆ 浄水場の相互訪問事業 （市町村水道事業連絡会議研修事業）

他の水道業者の浄水場見学を圏域毎に実施
京田辺市薪浄水場（７．２６)、亀岡市千代川浄水場(９．１９)、綾部市第1浄水場(１１．１４）
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◆水循環プラットフォーム研修会 Ｒ元.９.１７ メルパルク京都 参加者２５名

・講 義 「水道事業における災害対応について」
講 師 名古屋大学 減災連携研究センター 平山修久准教授

・講 義 「地震対策マニュアル作成指針について」
講 師 厚生労働省 水道課職員
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市町村水道支援の取組② (会議・研修会等の開催)

◆水道水質管理技術研修① Ｒ元.７.２２ メルパルク京都 参加者２１名

浄水処理、水質管理等 初任者向け講座
講 師 京都市上下水道局職員 等

安全性の保証
グランドデザインの視点

◆水道水質管理技術研修② Ｒ２.２.５ メルパルク京都 参加者１６名

水質管理委託時の注意事項、水質管理に関する事案検討等 経験者向け講座
講 師 京都市上下水道局職員 等

危機管理への対応

グランドデザインの視点

◆水道技術研修（防災危機管理） Ｒ元.７.１７ 京都市水道技術研修施設 参加者約５０名

応急給水技術、災害派遣心得 等 ※日水協京都府支部との共催事業



市町村水道支援の取組③ (会議・研修会等の開催)

◆市町村水道事業初任者研修 Ｒ元.６.５ 京都府福利厚生センター 参加者３９名

・演 習 「公営企業財務会計について」 講師 公認会計士 渡邉浩志氏

・講 義 公営企業の現状と課題、水道法、京都水道グランドデザイン、補助制度、地財措置等

持続性の確保
グランドデザインの視点

広域連携・広域化の推進

グランドデザインでの位置付け

◆水道事業広域連携、公民連携に関する研修会 （日水協京都府支部との共催事業）

Ｒ元.１１.２２ ホテル京阪京都 参加者５８名

・講 義 「かすみがうら市における共同委託発注及び包括委託業務について」
講 師 かすみがうら市建設部水道課職員

・講 義 「小諸市の公民共同企業体『水みらい小諸』について」
講 師 株式会社水みらい小諸事業推進部職員

◆水道事業連絡会議研修会 Ｒ元.７.１７ メルパルク京都 参加者約５０名

水道情報活用システム「水道標準プラットフォーム」の概要、導入の効果等
講 師 経済産業省、厚生労働省職員 等
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水道事業広域的連携等推進協議会の設置

◆ 位置付け ・京都水道グランドデザインに基づく「協議会」

・水道法第５条の４に規定される「広域的連携等推進協議会」

◆ 設置目的 圏域毎の広域連携・広域化方針の検討、取組内容の合意、

進捗の管理、水道広域化推進プラン、水道基盤強化計画の検討

◆ 設置単位 京都水道ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝに基づき、圏域毎(北、中、南部)に設置

必要に応じて「全体会」を開催

◆ 構 成 知事、市町村長等により構成

下部組織として「幹事会」（水道担当部長等で構成）を設置

◆ 会議開催 令和元年10月に要綱に基づき協議会を設置

圏域毎に順次、幹事会を開催
（北部 11月20日、中部 １月16日、南部 １月22日）

▶ 水道事業の将来の方向性、広域連携の取組について意見交換
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京都府水道事業広域的連携等推進協議会 （令和元年10月設置）

「広域的連携等推進協議会」設置の経過

京都水道グランドデザイン （Ｈ３０.１１策定）

○国の「新水道ビジョン」を踏まえ、都道府県版水道ビジョンとして策定
○平成２７年度から、市町村や外部有識者と熟議を重ね策定

グランドデザイン検討委員会（外部委員８名） ７回開催
市町村水道事業連絡会議（圏域別会議） ２７回開催
テーマ別検討グループ会議（市町村職員） ８回開催

◆将来にわたる安心・安全な水道水の供給体制を築くため、府内
全域の水道事業の方向性を示す

３つの視点 ８つの取組項目

① 水源管理

② 水質管理の向上

③ 水道未普及地域等の対応

① 耐震化計画・アセットマネジメント

② 応急給水体制・応急復旧体制

① 人材育成・技術継承

② 中長期的視点の経営

③ 公民連携の推進

１ 安全性の保証

２ 危機管理への対応

３ 持続性の確保

◆事業者単独では解決困難な課題について、広域連携・広域化に
よる解決を目指す

・府域を３つの圏域（南部・中部・北部）に分け、協議会を設置して
広域連携・広域化の検討に取り組む

先ずは水道
事業者が個
別に取組

水道法の改正 （R元.１０ 施行）

改正の概要

１ 関係者の責務の明確化 ２ 広域連携の推進

３ 適切な資産管理の推進 ４ 官民連携の推進

５ 工事事業者制度の改善

法律の目的 水道を計画的に整備 水道の基盤を強化

◆ 都道府県は水道事業者等の間の広域的な連携を推進
するよう努めなければならない （法 第二条の二）

◆ 都道府県は国の基本方針に基づき、関係市町村及び
水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定め
ることができる （法 第五条の三）

◆ 都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村
及び水道事業者等を構成員とする協議会（広域的連携
等推進協議会）を設けることができる （法 第五条の四）

◆ 市町村水道事業連絡会議（圏域別会議） 14回 開催

・ 水道事業に関する情報交換、施設の相互訪問、広域連携等に関する
意見交換や研究、水道事業の将来展望に関するワークショップ 等

◆ 「水道広域化推進プラン」策定の要請

経営統合や施設の共同設置、事務の広域的処理等、多様な広域
化について、都道府県を中心として、具体的かつ計画的に取組
を進めていくため、都道府県に対し令和４年度末までの策定及
び公表を要請 （平成31年１月25日付け総務省、厚生労働省通知）
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協議会の開催 (広域化等に対する主な意見)

圏域
(開催年月日)

水道事業の将来の方向性に関する市町村からの意見

北 部

（Ｒ元.11.20）

・広域連携等について、住民への丁寧な説明を行い合意形成を図ることが重要。
・水道事業の安定的・持続的な経営を目指す観点から、広域連携・広域化は有効な手段。
・各市町の実情を踏まえながら広域連携によるスケールメリットの発現を目指す。
・広域連携に関しては、民営化しないことを明確にした上で、できることから取り組み、
最終的には、条件が整った段階で企業団を設立することが望ましい。

中 部

（Ｒ２.1.１５）

・圏域内の各市町がどのような共通の課題を抱えているかを整理し、課題の解決に向けて、
様々な分野での広域連携等の検討が必要。
・（亀岡市においては、）水道用水供給の取り組みを進めているが、さらに水道用水供給の
区域をその他にも拡大できるか検討を進めていきたい。
・圏域を越えた広域連携を検討することも必要。
・施設統合について、中部圏域を越えて隣接も視野に入れながら、将来的に検討したい。

南 部

（Ｒ２.１.２２）

・将来にわたり安定的に水道事業を運営するためには、市町村の区域を越えた広域連携
等に係る検討は不可避。
・広域連携等に係る検討の進め方として、各水道事業者が抱える共通課題（人材確保・育
成など）への取組を一つ一つ具体的に研究し、その効果と課題を明らかにしていくべき。
・水道事業の統合や企業団化も検討項目として排除すべきではない。
・水道事業の広域連携等については、水道事業者ごとにその内容や時期を慎重に見極め
る必要がある。
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研究会の設置 (広域連携等に関する各種研究会)

圏域 研究会名称等 研究内容 開催実績等

北部

広域連携ロードマップ検討
ワーキング

・各市町水道事業体が抱える課題の共有
・広域連携等による課題解決の手法と効果の数値
化検討

11/14

システム統合検討ワーキング ・財務会計、料金徴収システムの共同化検討
・水道標準プラットホームの活用検討

11/14

短期的に取り組める内容検討
ワーキング

・電力の共同入札、資材の共同購入の検討
・研修会の共同実施、各種マニュアル等の情報共有

11/14

中部

中部圏域の広域連携等に係
る研究会

・水道台帳システムの共同化検討
・各種システムや営業業務等の連携について幅広く
研究

①11/27
②12/29
③1/31④3/18

南部

各種情報の整理分析 圏域内の水道事業の現状と課題等の情報共有を図
り、課題解決のための広域連携事業の抽出などを
幅広く研究

12/25

各種業務の共同化 水道事業に係る各種業務（営業、運転管理等）やシ
ステムの共同化による具体的な効果等を研究

12/25

人材確保・育成や技術継承の
仕組みづくり

将来にわたり水道事業の運営に必要となる職員の
確保・育成と技術水準等を維持するため、広域的な
支援の仕組みについて研究

①12/25
② 1/15
③ 3/24
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事 項 京都府水道事業のあり方に関する将来推計業務

予 算 令和元年度 24,000千円 (令和２年度 20,800千円）

対象地域
グランドデザインに定める、３つの
圏域(北部、中部、南部)毎に実施

業務概要
水道事業者の現状把握を行い、事業者が単独で事業継続した場合と圏域毎に広域化（事業統
合または経営の一体化）した場合の経営状況等について、50年後(2068年度)の将来見通しに
ついてシミュレーションを実施し、その具体的効果をとりまとめて比較する

将来推計
結果概要

◆ 市町村水道事業に係る、50年後の将来見通し
有収水量：現状の ５７％に低下
建設改良：現状の１．５倍に増加
供給単価：現状の２．８倍に悪化

◆ 圏域毎の広域化の効果
「維持管理費等の削減」及び「広域化に係る国庫補助金の活用」による効果

その他 令和２年度においても、更に詳細なシミュレーションを実施中

水道広域化シミュレーション①
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（北部） 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
（中部） 亀岡市、南丹市、京丹波町
（南部） 井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、南山城村

北 部 中 部 南 部

広域化効果額累計（50年間） 262 億円 68 億円 38 億円

供給単価の削減率 4.8 ％ 2.0 ％ 5.3 ％

建設改良や維持管理に係
るコスト削減が必要



水道広域化シミュレーション②
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〇 持続可能な府営水道事業の実現のための指針
・水需要予測やアセットマネジメント検討の結果、水需要の減少と給水原価の上昇が見込まれることが明らかになったことから、コストとリスクマネ
ジメントのバランスがとれた府営水道と受水市町全体での適正な施設の規模や配置を検討して、具体化に向けた取組を進めることが重要。
・地域の水道事業を守るという共通の目的の下、水道事業関係者が広域連携・広域化に向けて真摯に議論されることを願う。

事 項 京都府営水道アセットマネジメント検討業務

予 算 平成30年度 25,000千円 令和元年度 31,000千円

対 象 府営水道及び受水10市町

業務概要
・府営水道と受水10市町を対象に、将来（40年後）の水需要予測と施設の更新需要を分析し、

給水原価を推計 (H30）
・コスト削減とリスクマネジメントのバランスを考慮した施設の適正配置等を検討 (R1)

検討結果
概 要

◆ 府営水道、受水市町を取り巻く現状と課題

◆ 府営水道と受水市町の適正な施設規模の検討
～ コスト削減とリスクマネジメントのバランスのとれた適正な施設規模と配置のあり方の検討～

京都府営水道事業及び宇治市、城陽市、八幡市、久御山町、京田辺市、
木津川市、精華町、向日市、長岡京市、大山崎町の上水道事業

・施設老朽化による更新需要が今後も増加
・40年後(2057年)の水需要は、約31%減少
・現状の施設規模を維持した場合の施設予備力

26 % ⇒ 40年後は 49% に増大

施設規模の適正化が必要だが、
更なる適正化には事業体境界を
超えた検討が必要

施設予備力を現行同水準となるよう合理化

リスク発生時※でも、日平均給水量を確保

※地震、浸水、土砂、渇水、電源喪失

現状 21浄水場 ⇒ ９～13 浄水場に削減可能
建設改良費 (40年間)：約100億円削減可能

京都府営水道経営審議会第２次答申 （要旨抜粋）



水道事業者の事業状況等
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府内水道事業者の事業状況①
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（出典）各年度の地方公営企業年鑑（総務省）を基に作成。
（注１）上水道事業及び用水供給事業に限る。
（注２）市町平均は比率の単純平均。全国平均は末端給水事業者計による平均。

経常収支比率＝経常収益
経常費用

×100

単年度収支（100％以上＝黒字）を表す指標。

料金回収率＝供給単価
給水原価

×100

給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを表す指標。

（出典）各年度の地方公営企業年鑑（総務省）を基に作成。
（注１）上水道事業及び用水供給事業に限る。
（注２）市町平均は比率の単純平均。全国平均は末端給水事業者計による平均。
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府内水道事業者の事業状況②
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基幹管路の耐震適合率＝耐震適合性のある基幹管路延長
基幹管路総延長

×100

（出典）各年度の水道統計（日本水道協会）を基に作成。
（注１）上水道事業及び用水供給事業に限る。
（注２）市町平均は管路延長の市町計による平均。

耐震適合性のある管には、耐震管以外でも管路が布設された地盤の
性状を勘案すれば、耐震性があると評価できる管も含まれる。
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流動比率＝流動資産
流動負債

×100

短期的な債務(１年以内) に対する支払能力を表す指標。当該指標が100％未満であっても、
流動負債には企業債等が含まれており、償還の原資を給水収益等により得ることが予定さ
れている場合には、一概に支払能力がないとは言えない点に留意。

（出典）各年度の地方公営企業年鑑（総務省）を基に作成。
（注１）上水道事業及び用水供給事業に限る。
（注２）市町平均は比率の単純平均。全国平均は末端給水事業者計による平均。
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府内水道事業者の事業状況③

15

浄水施設の耐震化率＝耐震対策の施されている浄水施設能力
全浄水施設能力

×100 配水池の耐震化率＝耐震対策の施されている配水池容量
配水池総容量

×100

（出典）各年度の水道統計（日本水道協会）を基に作成。
（注１）上水道事業及び用水供給事業に限る。
（注２）市町平均は施設能力の市町計による平均。

（出典）各年度の水道統計（日本水道協会）を基に作成。
（注１）上水道事業及び用水供給事業に限る。
（注２）市町平均は配水池容量の市町計による平均。

36.2

48.1

100.0

27.9

37.4

51.0

100.0

29.1

46.1

51.0

100.0

30.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

市町平均

（京都市以外）

京都市 府営水道 全国平均

（単位：％）

浄水施設における耐震化率の推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度

58.4

13.8

100.0

53.3

58.2

26.5

100.0

55.2
58.8

26.5

100.0

56.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

市町平均

（京都市以外）

京都市 府営水道 全国平均

（単位：％）

配水池における耐震化率の推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度



府内水道事業者の事業状況④
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（出典）京都府調査（各年度４月１日現在）
（注１）再任用及び嘱託職員を除く。
（注２）職員数については簡易水道事業を含む合計としている。
（注３）平成２９年度は調査を実施していないため、統計の制約上、当該年度を除いた推移としている。
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◆ 京都府営水道の料金改定（建設負担料金の統一）
京都府営水道経営審議会の第２次答申（令和元年１２月）を踏まえ、令和２年４月から府営水道
料金を改定するとともに、これまで浄水場系によって差があった建設負担料金を統一した。

府内水道事業者の取組事例①

○ 建設負担料金
・宇治系と木津・乙訓系の３浄水場系の料金を統一する。
・未利用等水源費は料金算定に含めず、受水市町に負担を求めない。
・水道施設の計画的な更新・耐震化を推進化し、資産を適切に維持するため新たに資産維持費を料金算定に含める。
・建設負担水量は、府と受水市町が協議の上決定した水量であり、変更には慎重な取扱いが必要であるが、今後、水需
要の減少と給水原価の上昇が見込まれる中、府営水道と受水市町全体での適正な施設整備のあり方の検討に合わせ
て検討すべきである。

（単位：円/㎥）

※ 値上げとなる宇治系市町の負担軽減のため、令和２年度～３年度に限り、経過措置を実施

※

京都府営水道経営審議会第２次答申 （要旨抜粋）

17



府内水道事業者の取組事例②

18

◆ 相楽東部３町村（笠置町・和束町・南山城村）における連携

• 水道施設台帳電子化促進事業に関する覚書の締結

近隣事業体が共同で水道施設台帳の電子化を進めることで、情報管理の効
率化や危機管理対策の強化等に加え、国交付金の活用等により負担軽減を
図る（令和２年５月締結、令和３年度に事業実施予定）

• 公営企業経営アドバイザー派遣モデル事業への応募

３町村の簡易水道事業等を公営企業会計へ円滑に移行するため、共同して
総務省のアドバイザー派遣事業へ応募（令和２年６月１９日付けで派遣団体に
決定）

○ 生活基盤施設耐震化等交付金（厚生労働省）

【水道施設台帳電子化促進事業】
広域化を検討している協議会等に参加している水道施設台帳の

電子化がされていない水道事業者等が、行政区域を別にする他の
水道事業者等と共同で水道施設台帳の電子化を図る事業（平成30
年度から交付金の対象に追加）

交付率：１／３

○ 公営企業経営アドバイザー派遣モデル事業（総務省）

小規模団体においても公営企業会計の適用を円滑に進めるため、
ロールモデルとなる団体を選び、専門的知見を有するアドバイ
ザーを年複数回にわたり派遣することで、集中的に取組を支援す
る事業

併せて、総務省とともに都道府県が小規模団体の公営企業会計
適用を積極的に支援する仕組みを構築することを目指す

これらの結果を他の団体にも横展開することを目的とする



府内水道事業者の取組事例③

◆ 亀岡市から南丹市への水道用水供給
・南丹市の大薮浄水場が老朽化のため、更新が必要（約15億円）
・南丹市から亀岡市に、隣接する千代川浄水場からの給水の可能性を打診
・亀岡市で検討の結果、給水可能と判断され、協議を開始
・平成31年１月に基本合意書を交わし、６月に両市議会へ協定書案を提案、議決
・令和元年６月に基本協定締結式を実施
・用水供給のための管路布設費用は、南丹市が負担（約４～５億円）

令和３年度内の供給開始を目指す

19

【南丹市】 【亀岡市】

八木町地域

千代川浄水場

亀岡市が
用水供給

南丹市が
給水

大薮浄水場
送水管布設は南丹市が負担

（最終的に廃止）



◆ 舞鶴市、宮津市による窓口業務等委託の共同発注
舞鶴市、宮津市の共同で公募型プロポーザルを実施し、共同審査により委託先を決定

（委託業務内容）
窓口業務、開閉栓業務、検針業務、調定業務、
収納業務、滞納整理業務

（期 間）
令和２年度～５年度 （４年間）

（委託額） ２市合計、４年総額

３億1,902万円 提案見積限度額 ３億９,０００万円

（契 約）

決定した委託先とは、各市が個別に契約

府内水道事業者の取組事例④

（事業者提案によるサービスの向上）
※実施に向け検討中のものを含む

① 受付窓口の広域化
（手続きが舞鶴市でも宮津市でも可能に）

② フレックスタイム導入による受付

時間の拡充

③ Web受付による利便性向上

◆ その他、北部圏域で検討中の連携事業

・電力の共同調達（共同発注）

・料金徴収システムの共同開発等、営業業務の広域連携

20



◆ 福知山市水道事業等における包括的民間委託

平成31年４月から、施設の運転管理や窓口業務など計54業務を一括で委託

・委託期間：令和元年度～５年度
・委 託 費：５年間で25億円 （年間で約0.5億円の削減効果）
・委託業務：54業務（うち新たに委託化する業務は９業務）

庁舎管理、窓口・料金関係業務（検針・徴収等）、施設の監視・運転・維持・修繕、漏水調査 等

水道事業の根幹となる重要な事務は直営を維持
（経営戦略、水道ビジョン・更新計画、料金改定、補助金事務、事業認可・届出、施設・管路
更新、水道技術管理者事務等）

包括的民間委託により期待できるメリット
① 市民サービスの向上

電話受付等の一元化（ワンストップサービス）

② 民間企業の専門性の高いノウハウの導入
民間の創意工夫による効率性の高い業務を導入

③ 経費の削減
包括的発注による経費の削減、業務の効率化による削減

職 員 体 制

委 託 前 委 託 後

４課 83名 ３課 59名
総務課 経営総務課
お客様ｻｰﾋﾞｽ課 水道課
水道課、下水道課 下水道課

正職員 62 正職員 51
嘱託 13, 臨職 8 嘱託 4, 臨職 4

21

府内水道事業者の取組事例⑤



参 考 資 料

（京都水道グランドデザインの概要 ）
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人口減少社会の到来等、水道事業を取り巻く厳しい環境の変化に対応し、将来にわたる安心・安全な水道
水の供給体制を築くため、府内全域の水道事業の方向性を示したもの（H30(2018).11策定）

※前身となる「京都府水道整備基本構想(S55)」を全面改訂

安全性の保証

①水源管理
②水質管理の向上
③水道未普及地域
等の対応

・３つの視点から府内水道事業者の８つの取組項目と将来目標を設定。
・府内を３つの圏域に分け、圏域ごとに広域化・広域連携の議論を進める。
・計画期間は10年間とし、取組の課題に応じて短期(2023)・中期(2028)・長期(2038)の目標期間を設定。

３つの視点、８つの取組項目

危機管理への対応

①耐震化計画・アセッ
トマネジメント

②応急給水体制・応急
復旧体制

持続性の確保

①人材育成・技術継承
②中長期的視点の経営
③公民連携の推進

広域化・広域連携の推進（取組のイメージ）

京都水道グランドデザイン

水道事業の状況 ・2040年までに府内人口は１.５割減、水需要は２割減の見通し(2015年度比)となり、料金収入の減少で経営状況が厳しくなる
・全ての管路を現在のペースで更新する場合、計算上は約150年もの年数を要する
・今後10年間で技術職員の４割が退職する見込みである一方、将来を担う若手職員の割合が少なく技術継承に不安

趣 旨 ・人口減少社会の到来
・想定を超える災害の発生リスクの増大と被害の激甚化
・耐震化・老朽化対策の経費増加

将来にわたる安心・安全な水道水の供給体制の構築が必要
・事業者は個別の取組、広域連携や民間事業者との連携を推進
・府は事業者の目標実現や連携の取組を支援

・経営戦略等で現状や将来の課題を把握（危機感の共有）
・３つの視点に係る将来目標の実現に向けた課題抽出
→単独では解決困難な課題について広域連携による解決を目指す

・様々な連携の効果を比較検討
・課題や施設等の情報共有や事業者

間の理解・交流を深める
・事業者間の業務や基準の標準化
・計画等の策定に向けた意見交換や

技術的助言等の推進

最適な広
域連携の
方策を検
討、決定

圏域における
将来の広域化
等のイメージ
を共有し、実
現に向けて取
組を加速

水道事業者
の個別取組

府と水道事
業者の取組

経
営
基
盤
の
強
化（掲載例）耐震化計画・アセットマネジメントの取組

＜短期＞ 水道施設台帳の整備、アセットマネジメントの実施[市町村]
研修会の実施、補助金の重点的な支援[府] 

＜中期＞ 更新財源確保策の検討、広域的な施設のあり方の検討[市町村] 
計画進捗のモニタリング、補助金の重点的な支援[府]

(備考)本グランドデザインは計画期間の中間にあたる2023年度を目途に、取組の進捗状況等を踏まえつつ、必要に応じて適宜見直しを行うこととしている。

京 都 水 道 グ ラ ン ド デ ザ イ ン の 概 要
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視点１（安全性の保証） 視点２（危機管理への対応）

取組項目② 水質管理の向上

取組項目① 水源管理

【将来目標】水質の良好な水源が確保され、安心・安全な水
道水を安定的に供給

【将来目標】水源から給水栓までのリスクが把握され、統合
的な水質管理を実現

取組項目③ 水道未普及地域等の対応

【将来目標】住民に安心・安全な生活用水を確保

目
標
に
向
け
た
実
現
方
策

（出典）京都水道グランドデザイン＜概要版＞より抜粋

〈水道事業者等の取組〉 

取組項目 短期（2023年度） 中期（2028年度） 

水源管理 
・水源の状況やリスクの把握 

・水源水質事故発生時の対策の立案 

・安定した水源の確保 

・水質に応じた施設整備・運用 

水質管理の 

向上 

・水安全計画の策定と検証 

・委託チェックリストによる確認 

・リスクに応じたハード面の対策 

・マニュアル等のソフト面の対策 

水道未普及 

地域等の対応 

・水供給の将来のあり方の検討 

・井戸等の水質管理の啓発指導 
・水供給の新手法の検討・実施 

〈府の役割〉 

取組項目 短期（2023年度） 中期（2028年度） 

水源管理 
・水質事故情報の迅速な連絡網構築 

・水質事故事例集の作成 

・水質に応じた施設整備等の助言 

・水源汚染対策の指導 

水質管理の 

向上 

・事業者間の相談、協力体制の整備 

・標準の委託チェックリスト作成 

・水質管理のデータベース化、共同

化の情報収集・提供 

水道未普及 

地域等の対応 

・補助金等により市町村を支援 

・先進事例の調査・情報提供 

・環境変化に対応する手法の先進事

例の調査・情報提供 

 

取組項目① 耐震化計画・アセットマネジメント

【将来目標】計画的な更新・耐震化により、平時でも非常
時でも安定的に水道水を供給

〈水道事業者等の取組〉 

取組項目 短期（2023年度） 中期（2028年度） 

耐震化計画・ 

アセットマネ

ジメント 

・水道施設台帳の整備 

・アセットマネジメントの実施 

・重要施設への供給ライン耐震化 

・計画に基づく着実な施設整備 

・更新財源確保策の検討 

・広域的観点で施設のあり方の検討 

応急給水体制

応急復旧体制 

・事故、災害対応マニュアルの整備 

・情報共有等により受援体制の整備 

・定期的な訓練の実施等、平時より

近隣事業者等との連携強化 

〈府の役割〉 

取組項目 短期（2023年度） 中期（2028年度） 

耐震化計画・ 

アセットマネ

ジメント 

・研修会の実施 

・事業者間の相談体制の整備 

・優先度の高い事業を補助金等で重

点的に支援 

・計画の進捗をモニタリングして補

助金等で取組を支援 

・広域的観点での施設のあり方の検

討を支援 

応急給水体制

応急復旧体制 

・マニュアルの整備支援 

・近隣事業者等との連携の取組支援 

・近隣事業者等との連携強化の取組

を支援 

 

取組項目② 応急給水体制・応急復旧体制

【将来目標】水道施設が被害を受けても、迅速に給
水・復旧

目
標
に
向
け
た
実
現
方
策

京都水道グランドデザインの概要 （視点と取組項目）
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（出典）京都水道グランドデザイン＜概要版＞より抜粋

〈水道事業者等の取組〉 

取組項目 短期（2023年度） 中期（2028年度） 

人材育成・ 

技術継承 

・水道技術者の確保策の検討 

・人材育成等の基本方針策定の検討 

・人材育成の基本方針を策定 

・民間の手法を参考に人材育成 

中長期的 

視点の経営 

・経営戦略の策定や見直し 

・適正な料金体系を検討 

・経営戦略の実績を分析して見直し 

・安定経営が持続できる料金設定 

公民連携の 

推進 

・最適な公民連携形態の調査、検討 

・研修会等に参加し情報収集 

・民間パートナーの定期的評価 

・先行団体の取組等を情報収集 

〈府の役割〉 

取組項目 短期（2023年度） 中期（2028年度） 

人材育成・ 

技術継承 

・共同研修の実施 

・先進的な人材確保策の情報収集 

・柔軟な採用、人材育成可能なスキ

ームの検討を支援 

中長期的 

視点の経営 

・料金体系に関する検討を支援 

・先進事例の情報提供や研修会実施 

・経営状況のモニタリングと助言 

・安定経営の持続の検討を支援 

公民連携の 

推進 

・検討・導入段階での情報提供や助

言等の支援 

・評価ノウハウ等の情報提供 

・最新動向の情報提供や取組支援 

 

取組項目① 人材育成・技術継承

【将来目標】水道技術・知識を有する職員等が水道事業に従事し、
技術力を確保

取組項目② 中長期的視点の経営

【将来目標】ＰＤＣＡサイクルが働いた経営戦略に基づく安定的な
事業運営

取組項目③ 公民連携の推進

【将来目標】民間の技術やノウハウを活用した事業の基盤強化

視点３（持続性の確保）

目
標
に
向
け
た
実
現
方
策

京都水道グランドデザインの概要 （視点と取組項目）
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◆広域化・広域連携に向けた取組のイメージ

京都水道グランドデザインの概要 （広域化・広域連携の推進）
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水道事業者
の個別取組

府と水道事
業者の取組

経
営
基
盤
の
強
化

(※)広域化は主として事業統合を、広域連携は複数事業者が相互協力して行う施設の共同設置、事務の共同委託等を指す。

○ 取組の方針

・事業者は、個別の取組を進めるとともに、単独では解決困難な自らや地域の課題について、近隣事業者との連携等を広域的
な観点から検討をしていく必要。
・事業者は、多様な広域連携の手法の中から、中長期的な観点から、課題解決のために取るべき最適な方法を選択。
・調整に多大な時間を要するものであるときは、比較的取り組みやすい連携からはじめて、段階的に広域化・広域連携を進化。
・事業統合、施設の共同化、管理の一体化や経営の一体化等の中から、当該圏域に最適な手法やその実現時期等を協議。
・府は、事業者個別の取組を支援するとともに、広域化・広域連携の取組が進められるよう、リーダーシップを発揮して、推進役
の役割を果たしていく。

◆京都水道グランドデザイン（要旨抜粋）

・経営戦略等で現状や将来の課題を把握
→事業者内で危機感を共有

・３つの視点に係る将来目標の実現に向けた課題抽出
⇒事業者単独では解決困難な課題について、広域連携による解決を目指す

◆様々な連携の効果を比較検討
◆課題や施設等の情報共有や事業

者間の理解・交流を深める
◆事業者間の業務や基準の標準化
◆計画等の策定に向けた意見交換

や技術的助言等の推進

◆最適な広域連携の
方策を検討、決定

◆圏域における将来の
広域化等のイメージ
を共有し、実現に向
けて取組を加速

将
来
に
わ
た
る
安
心
・
安
全
な
水
道
水
の
供
給



京都市

亀岡市

南丹市京丹波町

向日市

長岡京市

綾部市福知山市

舞鶴市

宮津市

北部圏域
(５市２町)

与謝野町

伊根町

大山崎町

久御山町

宇治田原町

宇治市

城陽市
八幡市

井手町 和束町

京田辺市

精華町
木津川市

笠置町
南山城村

京丹後市

中部圏域
(２市１町)

南部圏域
(８市７町１村)

【参考】京都水道グランドデザイン（図表抜粋）

面　積 人　口
(㎞2) (人)

京都市

計　１市

宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、
八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎
町、久御山町、井手町、宇治田原町、
笠置町、和束町、精華町、南山城村

計　７市７町１村

(小計) ８市７町１村 1,381.64 2,179,106

亀岡市、南丹市、京丹波町

計　２市１町

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、
京丹後市、伊根町、与謝野町

計　５市２町

１５市１０町１村 4,612.19 2,610,353

エリア

京都市

乙訓・
山城

南部
圏域

圏域名 構成市町村

553.81

合計

北部圏域

中部圏域

827.83 1,475,183

137,077

703,923

2,086.26

1,144.29

294,170

 
（出典）面積、人口については京都府企画統計課「平成 27 年京都府統計書」 

※うち府営水道受水７市３町（下線）

・京都府水道整備基本構想(S55)では、
府内を京都市、南部、中部及び北部の
４つの広域水道圏を設定。

・グランドデザインでは、昭和の基本構想の区
分を基本としつつ、地勢や市町村合併による
行政的・社会的情勢の変化を踏まえ、南部、
中部及び北部の３つの圏域を設定。

（主な特徴：北部）
・20年後に３割程度の人口減少が見込まれ

る。
・京都府北部地域連携都市圏形成推進協議
会が設置され、一つの経済・生活圏とし
た取組みを実施。

・山間部に小規模な水道施設が多く点在。

（主な特徴：中部）
・20年後に２割程度の
人口減少が見込まれ
る。

・山間部に小規模な水
道施設が多く点在。

・京都中部広域消防組
合等による広域行政
を実施。

（主な特徴：南部）
・20年後に１割程度の人口減少が
見込まれる。

・府営水道の受水市町がある。
・京都市や受水市町を中心に人口
集中地域がある一方、相楽郡等
には小規模な水道施設が点在

・相楽東部広域連合や乙訓消防組
合等による広域行政を実施。

圏域区分設定の考え方

京都水道グランドデザインの概要 （圏域区分）
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